
令和８年度奈良県広域水道企業団職員採用（新卒者）に係る広報支援業務について、

公募型プロポーザル方式により委託業務の受託者を選定しますので、次のとおり公告

します。 

 

令和８年６月１５日 

 奈良県広域水道企業団企業長 山下 真  

 

１.委託業務の概要 

(１) 業務名 

令和８年度奈良県広域水道企業団職員採用（新卒者）に係る広報支援業務 

(２) 業務内容 

別紙「令和８年度奈良県広域水道企業団職員採用（新卒者）に係る広報支援

業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に示すところによる。 

(３) 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

(４) 契約金額の上限等 

1,980,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、本業務完了後、実際に要した経費に基づき精算を行うものとする。 

 

２.参加資格 

本業務の企画提案に単独で参加する者は、(１)から(８)の要件をすべて備えてい

ること。 

また、共同企業体で参加する者は、(９)から(12)の要件をすべて備えているこ

と。 

(１) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良

県告示第４２５号）による競争入札参加資格者で、Ｑ５「広告・イベント業

務」で登録している者であること。（ただし、参加表明書提出時点において登

録が完了していない者については、その時点において当該項目に係る登録申請

書類を提出済みであれば、当該項目について参加資格を有するものとして取り

扱うこととするが、企画提案書等提出締切時点（令和８年７月１４日正午）ま

でに登録を完了していなければ、本件に関する参加資格を喪失するものとす

る。） 

(２) 同種又は類似業務を公告日から過去３年間に受託・完了した実績を有する者

であること。 

※ 同種業務：民間事業者又は国、地方公共団体等の採用広報に係る求人掲載業

務 



類似業務：民間事業者又は国、地方公共団体等の広報支援業務 

(３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定

による会社更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例

によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７

年法律第１７２号）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申

立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。た

だし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始

の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(５) 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則

第２条による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規

定による和議開始の申立てをしていない者であること。 

(６) 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の

申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同

法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定

を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをな

されなかった者とみなす。 

(７) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止

又は指名保留の措置期間中でない者であること。 

(８) 奈良県広域水道企業団暴力団排除条例（令和７年２月条例第１７号）に該当

しない者であること。 

(９) 共同企業体のうち、少なくとも代表企業は(１)の条件を満たしていること。 

(10) 共同企業体のうち、いずれかの構成企業が(２)の条件を満たしていること。 

（11）共同企業体のすべての構成企業が(３)～(８)の条件を満たしていること。 

（12）共同企業体の構成企業は、他の共同企業体の構成企業として、又は単独で重

複参加していないこと。 

 

３.失格事項 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(１) 「２.参加資格」に定めた資格が備わっていないとき。 

(２) 複数の提案書等を提出したとき。 

(３) 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せ

ずその補正に応じないとき。 

(４) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

(５) 提案書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 



(６) その他、不正な行為があったとき。 

 

４.手続き等 

(１) 担当部局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

〒636-0302 奈良県磯城郡田原本町大字宮古４０４番地７ 

奈良県広域水道企業団総務部総務課人事広報係 

電話番号：0744-32-1261  ファクシミリ：0744-32-2716 

(２) 実施要領及び仕様書の配布 

「令和８年度奈良県広域水道企業団職員採用（新卒者）に係る広報支援業務

委託公募型プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）及び仕様書

は、令和８年６月１５日から７月６日までの間、(１)の担当部局又はインター

ネット上の「奈良県広域水道企業団総務部総務課ホームページ」にて配布・掲

出する。 

ただし、(１)の担当部局での配布については、土曜日、日曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く９時から

１７時まで（１２時から１３時までの間は除く。）とする。 

(３) 参加表明書、企画提案書等の提出 

詳細は、実施要領に示すところによる。 

(４) 説明会の開催 

本業務の企画提案に関する説明会は開催しない。 

(５) 質問の受付 

詳細は、実施要領に示すところによる。 

 

５.受託者の選定 

「奈良県広域水道企業団職員採用（新卒者）に係る広報支援業務委託業者選定審

査委員会」が、提出された企画提案書等により選定を行う。詳細は、実施要領に示

すところによる。 

 

６.その他 

(１) 本業務の企画提案に要する経費は、すべて応募者の負担とする。 

(２) 提出された書類等は返却しない。 

(３) その他、詳細は実施要領及び仕様書に示すところによる。 


